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飼養衛生管理基準の定期報告を提出してください 
 家畜（牛・豚・馬・鶏など）を飼養している

方は、毎年、飼養頭羽数および飼養衛生管理基

準の遵守状況を国へ報告（定期報告）すること

が義務付けられています。 

家畜保健衛生所が検査などで農場へ伺った

際に、定期報告書とチェック表を提出してい

ただいた皆様におかれましては、お忙しい中

ご対応ありがとうございました。まだ、提出さ

れていない方につきましては、定期報告書と

チェック表を郵送しています。記入例を参考

にしていただき、持参、郵送または FAX のい

ずれかの方法にて、当所へ２月 28 日（金）

までに提出してください。なお、報告書の書き

方等について、ご不明な点がありましたら、お

気軽に当所までご相談ください。 

今後、定期報告などの報告について、従来の

紙での提出から、電子申請に移行する予定で

す。詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。 

 

異常産サーベイランスの結果について 

 毎年、島根県では牛に異常産（流死産や胎子奇形による難産）等を引き起こすウイルス

の流行状況を調査しています。今年度の調査にて、チュウザン病、ピートンウイルス感染

症のウイルスが県内に侵入した可能性があることが分かりました。繁殖牛を飼養されてい

る皆様におかれましては、引き続き異常産ワクチンの接種を実施し、予防に努めましょ

う。 

 また、調査にご協力いただきました皆様におかれましては、ご多忙のところご対応して

くださり、ありがとうございました。 



ヨーネ病検査（５条検査）について 

 家畜伝染病予防法（第５条）には、牛のヨーネ病の検査を 5年ごとに受けることが定

められています。検査対象は、24カ月齢以上の乳用牛および肉用繁殖雌牛になります。 

今年度の対象地域は、浜田市および江津市（旧江津市の区域に限る）であり、全頭陰性

を確認しました。対象地域の皆様には大変お世話になりました。来年度（令和７年度）の

対象地域は邑南町になります。時期が近くなりましたら、当所から連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美味しまねゴールド認証の取組み ～L2.家畜排せつ物の管理～ 

 『L2 家畜排せつ物の管理』の項目は、家畜排せつ物法※に定められた堆肥舎の管理基準

に基づいた家畜排せつ物の適切な管理が求められています。また、農場で排出された家畜

の排せつ物（糞や尿など）を堆肥化し、自身の圃場で使用する等の有効利用することによ

り、環境に配慮した取り組みが努力規定として設けられています。家畜の排せつ物は、素

掘りや野積み等の不適切な管理によって、悪臭や汚水排出の原因となり、近隣トラブルや

環境汚染につながります。美味しまねゴールド認証の取り組みは、家畜の排せつ物の適切

な処理・管理への意識向上につながり、良質な堆肥を作成し、圃場や農地へ還元する資源

循環型の農業への貢献が期待できます。 

 

実施年度 対象地域 

令和７年度 邑南町 

令和８年度 江津市（旧桜江町の区域に限る。）、川本町、美郷町 

令和9年度 大田市（旧温泉津町及び旧仁摩町の区域に限る。） 

令和10年度 浜田市、江津市（旧江津市の区域に限る。） 

◎ヨーネ病とは 

ヨーネ病は、家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている細菌病のことで

す。この病気は、難治性の慢性下痢と重度の削痩の後に、ほとんどの発症畜が斃死する

病気です。主に幼若期に経口感染し、遅れて発症する（３～５歳がピーク）という特徴

があります。また、ワクチン、抗生物質等による予防・治療が困難な病気です。 

 

◎堆肥舎の管理基準（一部抜粋） 

・堆肥舎はコンクリートなどの不浸透性材料で築造し、適当な覆い・側壁を設けること。 

・定期的な点検の実施 

・堆肥舎に破損個所がある場合、遅滞なく修繕すること。 

・家畜排せつ物の年間発生量等に関する記録をすること。 

※家畜排せつ物法：家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 


